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補足．　  赤字は、前月から変更（規格の変更や単価改定等）があった箇所を含みます（４月・１０月の全面改定を除く）。

　単価表に掲載されている単価は、業務委託費の積算に用いるためのものであり、市況価格を拘束するものではありま
せん。

設計業務委託等資材単価表について

　この設計業務委託等資材単価表は、島根県農林水産部・土木部が発注する業務委託（建築を除く）に係る設計資材単
価のうち、県の建設資材実勢価格調査等により定めた単価を掲載したものです。
　実際に計上する設計単価にはこの単価表に掲載している単価のほかに、「月刊建設物価」「月刊積算資料」等の物価
資料掲載単価、及び、個別業務の見積単価があります。
　単価表中で、単価欄に金額以外が記入してある資材がありますが、それらが示す事項は以下のとおりです。

　「物価資料」（(一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」「Web建設物価」、(一財)経済調査会発行の
「月刊積算資料」「積算資料電子版」）の○年△月号に掲載がある単価を平均したもの。
　ただし、一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。

　「市場単価」（(一財)建設物価調査会発行の「土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「土木施工単
価」）に掲載がある単価を平均したもの。
　ただし、一方の市場単価にしか掲載のないものについては、その単価としている。
　なお、物価資料は、春号（４月～９月）または秋号（１０月～３月）を適用する。

　令和５年度版建設機械等損料表（（一社）日本建設機械施工協会）による。

　上記１の「○年△月号」及び「*1」における単価の端数処理は、業務委託積算基準に記載している「物価資料を用い
る単価」により処理しています。


